
令和８年度当初予算 概要

令和８年２月

財政・変革局



（単位：百万円）

令和８年度
当初予算案（Ａ）

令和７年度
当初予算（Ｂ）

増減
（Ａ）－（Ｂ）

一般会計 91,707 106,171 ▲ 14,464

公債償還特別会計 179,315 190,324 ▲ 11,009

合計 271,022 296,495 ▲ 25,473

１ 令和８年度 予算規模

※職員給与費を除く
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【令和８年度　予算の方針】

　

【予算要求の基本的な考え方 】

６９，８１９百万円】
７，５２0百万円】

１１，４５３百万円】

１７９，３１５百万円】

繰出金
　・公債償還特別会計繰出金
　・公営企業費（繰出金）

基金積立金、予備費

【特別会計（公債償還特別会計）

●市全体の市政変革の取り組みを進め、財政の模様替えを行うとともに、「創る改革」の推進に
●より地域経済の成長に資する政策を進めることで、市税等の歳入増加に結びつけ、「安らぐま
●ち」「彩りあるまち」に資する施策を充実させる。

●歳入増に向けて、市税手続きにおけるＤＸなど、利便性・効率性の向上に取り組むとともに、
●税の視点から市の特徴や現状を分析し、政策形成に活用する。
●また、売却可能な未利用市有地の早期売却に取り組み、市民サービスの充実に必要な財源を
●確保する。

２ 主要施策

新ビジョンの実現に向けた市政変革の推進

●新ビジョンで示す「目指す都市像」の実現に向けた基盤づくりのため、市政変革を推進し
ていくとともに、公民連携を強化するため、民間との
対話機会を拡充し、持続可能な地域課題解決につな
がる官民共創の仕組みを推進する。

「稼げるまち」の実現

●税収構造や課税実態など、税の視点から市の現状
を分析することで、「稼げるまち」の実現に向けた、各
局の政策形成に活用できる仕組みづくりに取り組む。
●また、売却可能な未利用市有地について、早期売却
を進めることにより、民間への有効活用に繋げるとと
もに、市の歳入増に努める。

「彩りあるまち」の実現

●市民サービスの向上につながる市税の窓口づくりと事務の
効率化を目指して、組織の体制強化とＤＸの推進によるＢＰＲを
行い、税務業務の変革に取り組む。
●また、「スマらく区役所サービスプロジェクト」の一環として、
市税手続きのオンライン化の推進に努める。

「安らぐまち」の実現

●公共施設を取り巻く様々な環境の変化や老朽化の状況を踏まえ、公民連携などによる施
設の最適化や、利用者ニーズに応じた利便性やサービスの質の向上など、新たな公共施設マ
ネジメントの考え方に基づき取組を推進する。

要求額 4３百万円

要求額 ７７百万円

要求額 ５百万円

要求額 ７82百万円

宿泊税データに基づく宿泊施設の市内分布ヒートマップ

2



新ビジョンの実現に向けた市政変革の推進

・公民連携推進事業 １６百万円

・官民連携による市政変革推進事業 ２７百万円

「稼げるまち」の実現

●稼げる「基盤」をつくる

・EBPM推進に向けた調査・研究事業 １百万円

・売却可能な未利用市有地の活用促進事業 ７６百万円

「彩りあるまち」の実現

●彩りある「空間」をつくる

・市税事務所改革事業 ８９百万円

・個人市民税に係る出張申告受付事業 ５百万円

・税務ＤＸ推進事業 ３１百万円

「安らぐまち」の実現

●生活基盤の「安心」を支える

・公共施設マネジメント推進事業 5百万円

●税務及び税外債権徴収業務におけるＤＸを推進し、デジタル化による市民の利便性向
上や内部事務作業の効率化・省力化を図る

●公共施設を取り巻く様々な環境の変化や老朽化の状況を踏まえ、公民連携などによる
施設の最適化や、利用者ニーズに応じた利便性やサービスの質の向上など、新たな公共
施設マネジメントの考え方に基づき取組を推進する。

●民間の視点を踏まえ、市の課題を克服し、新ビジョン等に基づいた行財政運営を将来
にわたって着実に進めることができる行政組織を構築する

●公民連携をより一層強化するため、民間事業者とのコミュニケーション機会の確保・充
実を図るとともに、ソーシャルビジネスを担う事業者向けの新たなインセンティブ制度の
構築に向けた調査・研究を進め、持続可能な地域課題解決に繋がる官民共創の仕組みづ
くりを推進する

●税収構造や課税実態といった税務の視点から市の現状を分析し、これによって得られ
る様々なデータを将来の歳入確保に効果的な政策形成に活用できる仕組みづくりについ
て、調査・研究する

●公共施設の廃止等によって発生した未利用市有地の早期売却を図り、市の歳入確保に
努める

●「スマらく区役所サービスプロジェクト」の一環として、組織の体制強化とＤＸを推進す
ることでＢＰＲを行い、事務の効率化と市民サービスの向上を目指した税務業務の変革に
取り組み、あわせて市税手続きのオンライン化の推進に努める

●オンライン申告が困難な市民の来庁に対応するため、市民税申告期間中に各区へ出張
申告会場を設置し、申告を受け付ける

３ 主な事業

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

【問合せ先】
財政・変革局 財政課
宮﨑（課長）、 木下（係長）
TEL ０９３－５８２－２００２
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